
阿賀野市みんなで支えよう「こころ」と「いのち」を守る条例（素案）  
 

 豊かな自然環境の阿賀野市で、そこに住む市民一人ひとりが、心身共に健康

で、「だれもが安心していきいきと暮らせる」ことが大切であると考えます。 

 しかし、全国的に自殺による死亡者数が高い水準で推移しており、阿賀野市

においても、同様の傾向で推移しています。これは、経済背景や職場環境、家

族関係の複雑さなどからのストレスが関連して、誰にも相談できないと感じな

がら悩み苦しんだ末の死であると考えます。 

 市民一人ひとりが、「こころ」と「いのち」を大切にし、悩み苦しむ人が孤

立せず、家族や地域全体が、支え合えるあたたかい阿賀野市となるために、こ

の条例を制定します。  
 （目的）  
第１条 この条例は、阿賀野市（以下「市」という。）の自殺対策を総合的に

推進し、自殺防止を図り、もって市民が心身共に健康で、「だれもが安心し

ていきいきと暮らせる」ことを目指して、市民やその家族、地域が共に支え

合う社会の実現に寄与することを目的とする。  
 （自殺対策）  
第２条 自殺対策は、次に掲げるように実施するものとする。 

 (１) 自殺が個人的な問題のみではなく、その背景に様々な社会的な要因が

関与していることを踏まえ、社会的な取り組みとして実施されなければ

ならない。 

 (２) 自殺には多様かつ複雑な原因及び背景が関与しているため、精神保健

福祉の観点と合わせ、自殺の実態に即して実施されなければならない。 

 (３) 自殺の事前予防、自殺発生危機への対応及び自殺が発生した後又は自

殺が未遂に終わった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策とし

て実施されなければならない。 

 (４) 市民が地域で支え合う地域福祉の増進という観点を踏まえ、地域の実

情に応じたきめ細やかな施策として実施されなければならない。 

 (５) 市、国、新潟県、医療機関、事業主、学校等教育機関及び自殺防止等

に関する民間団体並びに市民等の相互の密接な連携の下に実施しなけ

ればならない。 

 （市の責務） 

第３条 市は、国、新潟県及び関係機関と協力し、自殺に関する現状を把握し、

自殺防止に関する対策を推進しなければならない。 



２ 市は、第４条、第５条及び第６条に規定する事業主、市民及び学校等教育

機関の自殺防止等に関する取り組みを支援するものとする。 

 （事業主の責務） 

第４条 事業主は、自殺対策について関心と理解を深め、市及び関係機関と連

携しながら、労働者の心身共に健康の保持が図れるよう、労働体制や環境の

整備等適切な措置に努めなければならない。 

 （市民の責務） 

第５条 市民は、自殺対策について関心と理解を深めるとともに、一人ひとり

が心身共に健康の保持が図れるよう、又は自殺防止に向けた取り組みを行え

るよう努めるものとする。 

 （学校等教育機関の責務） 

第６条 学校等教育機関は、自殺対策について関心と理解を深め、市、関係機

関及び保護者等と連携しながら、児童・生徒・学生・教職員等が心身共に健

康の保持が図れるよう、適切な教育及び指導に努めなければならない。 

２ 学校等教育機関は、自殺防止に向けて必要な調査や情報収集等に努めなけ

ればならない。 

 (名誉及び生活の平穏への配慮) 

第７条 自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの

者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に

侵害することのないようにしなければならない。 

 （財政上の措置等） 

第８条 市は、この目的を達成するため、必要な財政上の措置その他の措置を

講じなければならない。 

 （基本的施策） 

第９条 市は、次に掲げる自殺対策に関する施策を講じるものとする。 

 (１) 自殺対策及び自殺防止に関する情報の収集と調査、整理及び分析の推

進 

 (２) 自殺対策及び自殺防止に関すること並びに心身の健康保持に関する

市民の関心と理解の増進 

 (３) 自殺対策及び自殺防止に関する人材の養成と確保 

 (４) 心身の健康の保持増進のための相談体制の整備 

 (５) 医療機関との連携体制の構築と整備 

 (６) 自殺対策及び自殺防止に関して関係機関や民間団体との連携体制の

構築 



 (７)  自殺者及び自殺未遂者の親族に対する支援 

 (８) 自殺対策に関する活動を行う民間団体の当該活動に対する支援と協

力 

 (９) その他、市長が必要と認めるもの 

 （自殺対策推進協議会の設置） 

第１０条 市は、総合的な自殺対策を推進するため、市民及び関係機関で構成

する自殺対策推進協議会を設置するものとする。 

 （委任） 

第１１条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

 
 
 


